
整形外科受診の患者さんへ

平成２８年１月より、整形外科は完全予約制になりました。

ご理解とご協力をお願いいたします。

《完全予約制とは》

1) 予約のない新来患者さん（当院で受診中の方で新しく別の診療科を受診する場合も含む）

かかりつけ医からの紹介状がない場合は原則受診できません。紹介状をお持ちでも、予約のない方

は受診予約をお取りいただくのみで、ご来院当日中に診療を受けられないことがありますのでご了承

ください。

２) 予約のない再来患者さん

再来患者さんも新来患者同様、予約の無い方は受診できません。（自動再来受付機での受付もでき

ません。）

㊟ 電話での外来再診予約変更サービスがご利用いただけます。 代表 Tel 052-832-1121（内線 13411）

予約日以外に受診する場合は事前に必ず整形外科外来へお電話いただき、予約の変更をお願いします。

変更は、予約日の前日（休診日を除く 午後３時００分から午後４時３０）まで可能です。

MRI・CT・骨密度等の特殊な検査につきましては、お電話での変更は対応できません。変更希望の方は整形外科外来窓口までお越しください。


